
令和 4年度からの配食サービス運用の変更について 

１．配食期間について ※要介護の方 

 

 

 

 

２．認定結果待ち中の配食の更新申請について 

【現行】 【令和４年度～（２月１６日管理者会議で報告）】 

短期目標(サービスの期間)の期間で決定 長期目標の期間で配食期間を決定(ただし最長２年間) 

【現行】 【令和４年度～】別紙１参照 

 配食期間終了までに次の期間の更新申請が必要。 

 介護認定結果が間に合わない場合は、暫定プランを付け

て更新の手続きをし、認定結果が出たら改めて更新申請

をする。 

 ケアプラン添付の申請が２回必要 

 

 配食期間終了までに次の期間の更新申請が必要。 

 介護認定結果が間に合わない場合は、配食期間終了前に暫定プラン

を付けて更新の手続きをし、区分の決定後ただちに結果の報告をも

らう。そこで決定通知を出す。（開始日は認定開始日） 

 見込み通りの結果であれば申請は 1回で済む 

 暫定プランからケアプランを再作成するなら更新。 



  令和 4年 5月 

３．更新申請・変更申請書 

【現行】 【令和４年度～】別紙２参照 

 担当者の変更、配食の回数や曜日の変更等軽微な変更

について 

変更申請書で受付。ケアプランの添付なし。配食の利

用の変更で１１日以降の申請については、翌月からの

開始となる。 

 配食事業者の変更について 

ケアプラン(１～３表)を添付し、更新申請となる。開

始は翌月１日から。 

 担当者の変更、配食の回数や曜日の変更等軽微な変更について 

２・３表の修正のみの軽微な変更なら変更申請。１１日以降の変

更申請の変更開始日が翌月１日からは変わらず。ケアプラン再作

成をしている場合は更新申請。 

 配食事業者の変更について 

配食事業者変更が軽微な変更となり、ケアプラン再作成がなけれ

ば変更申請書で申請をする。ケアプラン添付不要、ただし変更後

の配食事業者にはケアプラン第１～３表を提出する。配食事業者

の変更が翌月１日からとなるのは変わらず。 

 変更申請はケアプランの添付がないため、配食の回数や曜日の変

更については前回の更新申請の際に添付されたケアプランを確

認し、変更内容を審査。 

４．移行期間中の更新について 

 利用開始日が 4月 1日以降の新規申請から新しいルールが適用されます。(令和 3年度中の申請を含む） 

 令和 3年度以前から継続して利用している方については、同じ内容の継続であれば、今まで通りの適用とします。 別紙３参照 

 


